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Ｂ ＢＳＥ

　日本では「牛海綿状脳症」の病名がついています。牛の脳に空洞が生じ、海綿状（スポ
ンジ様）に変化することからこの病名が付けられています。牛がＢＳＥにかかると、痙攣、
起立困難等の神経症状を呈し、やがて死に至ります。異常プリオン（伝達性のタンパク
質）がこの病気の原因物質とされ、感染した牛等の反芻動物の脳や脊髄等を含む、肉骨
粉等の飼料を牛に与えることで、伝達感染すると考えられています。

Ｈ ＨＡＣＣＰ

　食品の安全性を高度に保証する衛生管理手法の一つです。原料から製品に至るまで
の製造の各工程で、発生する可能性のある危害を分析し、重点的にこの危害を管理す
ることで、製品の安全性を確保するシステムです。従来の、製品検査等を重視した衛生
管理ではなく、工程管理に重点をおいた衛生管理システムです。

あ アレルギー物質を含む食品

　食物の摂取により湿疹等のアレルギー症状が起こることを「食物アレルギー」といいま
す。この食物アレルギーによる健康被害を未然に防止するため、平成13年4月からアレ
ルギー物質を含む食品の表示が義務化されました。
　特定原材料として必ず表示しなければならないものは、卵、乳、えび、かに、小麦、そば
及び落花生の７品目です。また、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご及びゼラ
チンの18品目については表示が推奨されています。

い 遺伝子組換え（食品）

　遺伝子組換え技術を利用して開発された食品のことです。遺伝子組換え技術とは、あ
る生物の遺伝子の一部を取り出し、他の生物の遺伝子に組み入れる技術で、生物の性
質を改良し、栄養成分に富む農作物や、病害虫に強い農作物の開発等に利用されてい
ます。
　厚生労働省の安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品は、その輸入・販売等が
禁止されており、又、遺伝子組換え作物及びこれらを原材料とする加工食品について
は、原則として遺伝子組換え作物である旨の表示が食品衛生法で義務づけられていま
す。現在、遺伝子組換え作物には、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、てんさ
い、アルファルファがあります。

家畜伝染病予防法
　家畜の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止することにより、畜産の振興を図るこ
とを目的としています。家畜の伝染性疾病の発生防止、まん延防止のため、輸出入検疫
制度等を規定しています。

カンピロバクター

　鶏、牛、豚などの腸管内に分布しています。この菌が付着した食肉等の生食や不十分
な加熱調理により、多くの食中毒が発生しています。この菌による食中毒の潜伏時間
は、約２～７日と比較的長く、主な症状は、発熱、けん怠感、頭痛、めまい、筋肉痛など
で、その後下痢が起こります。

き 業務管理要綱（ＧＬＰ）
試験、検査の信頼性を確保するための管理手法です。「検査又は試験に関する事務の
管理」として食品衛生法に根拠が置かれ、具体的には検査設備の管理、検査マニュアル
作成等が規定されています。

さ 残留農薬

　農薬を使用した結果、その作物（食品）に含まれる農薬のことです。農薬が残留した食
品を摂取することにより人の健康を損なうことがないよう、農産物に残留する農薬成分の
量の限度が食品衛生法で定められており、一般に「残留農薬基準」と呼ばれています。こ
れを超える農薬が残留している農産物は、販売禁止等の措置が取られることになりま
す。

自主衛生管理認証制度

　食品関係の営業者が日々取り組んでいる自主的な衛生管理を積極的に評価する仕組
みとして、平成19年度から金沢市が独自に創設した制度です。この制度は、施設・設備
の洗浄の方法や食品の衛生管理が、金沢市が定める基準を満たしていると認められる
施設を申請により認証し、これを広く市民に公表することにより、食品営業施設全体の衛
生水準の向上を図る事を目的としています。

収去検査
　食品の安全確保を目的として、食品衛生法に基づき、保健所等が実施する食品等の検
査をいいます。

か

し



消費者庁

　消費者の視点にたった行政を推進する目的から、内閣府の外局として平成21年9月に
設置されました。消費者庁は、消費者の安全にかかわる分野を幅広く担当することとなり
ましたが、食品分野では食品衛生法、健康増進法、ＪＳＡ法の表示に関わる部分を所管
しています。

食鳥検査員

　１年間の処理羽数が30万羽を越える食鳥処理場において疾病及び異常の有無を１羽
ごとに検査する食鳥検査の業務や食鳥処理場に対する監視・指導などを行うために「食
鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、都道府県等が指定する獣
医師の資格を有する職員です。

食鳥処理場

　鶏、あひる等の食鳥を処理する施設で、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関す
る法律」で定める基準に適合しているとして、都道府県知事又は中核市長が許可した施
設で、獣医師による１羽ごとの検査が行われています。このうち、年間処理羽数が３０万
羽を超えない小規模な施設を「認定小規模食鳥処理場」といい、県知事等が認定した検
査法に従って食鳥処理衛生管理者が検査を行っています。

食品安全基本法
　食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的に平成15年5月に制
定されました。基本理念、施策の策定における基本的な方針、行政、食品関係事業者の
責務及び消費者の役割が定められています。

食品衛生監視指導計画
　食品衛生に関する監視又は指導について、食品衛生法に基づき地域の実状をふま
え、各都道府県、中核市等が毎年策定する計画です。市民等の意見の反映及び相互理
解を得るため、この計画及びその実施状況を公表することになっています。

食品衛生管理者

　食品衛生法の規定に基づき、乳製品、食肉製品、添加物等の製造・加工を行う施設全
てに置かなければならないとされています。食品衛生管理者は、その製造・加工の工程
を衛生的に管理する為に、営業者に対し必要な意見を述べたり、従事者の監督にあたる
等の責務があります。専門知識が必要とされることから、獣医師、薬剤師、厚生労働大
臣が指定した講習受講者等の資格が必要です。

食品衛生指導員
　食品営業者が日本食品衛生協会等の講習を受講して資格を取得します。営業施設の
巡回指導、自主衛生管理の指導を行い、食品衛生の向上に貢献しています。

食品衛生責任者
　食品衛生管理者を置かなければならない施設以外の営業施設に設置され、施設の衛
生管理にあたるとともに従事者の衛生教育等を行います。調理師、製菓衛生師、保健所
長が認めた講習受講者等の資格が必要です。

食品衛生法

　「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図る」ことを目的
としています｡行政、食品等事業者の責務を明確化するとともに、人の健康を損なう恐れ
のある食品の製造・販売等の禁止、食品の添加物・容器包装等の基準、食品の表示基
準、飲食店等の営業施設の基準、検査等について規定しています。

す スクリーニング検査
　ある集団に対して、集団内の個体全てを検査し、疑いのあるものを発見することを目的
に行う検査をいいます。

動物用医薬品

　家畜や養殖魚等に対して、病気の治療や予防を目的として使用される抗生物質や寄生
虫駆除剤、栄養補給の為の飼料添加物等、飼育段階で使用される化学物質のことで
す。食品は原則として抗生物質を含有してはならず、食肉、食鳥、魚介類については、化
学的合成品たる抗菌物質を含有してはならないとされています。

と畜検査員
　と畜場法に基づき、市長が任命する職員（獣医師）のことで、金沢市では食肉衛生検査
所においてと畜検査に従事しています。

と畜場
　牛、馬、豚、めん羊、山羊を食用として処理するために都道府県又は中核市等の許可
を受けた施設です。これらの獣畜を食用とするには、この施設で処理し、検査員（獣医
師）の１頭毎の検査を受けることが、法律で義務づけられています。
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し



と 鳥インフルエンザ

　インフルエンザウイルスが鶏などに感染して起こる病気です。このうち高病原性のもの
は“家きんペスト”と呼ばれ、家畜伝染病予防法による法定伝染病に指定されています。
感染すると神経症状などを引き起こしますが、症状が現れないまま急死する場合も多く
あります。また稀にですが、鶏から人間、人間から人間への感染例も報告されています。
但し、鶏卵や鶏肉を食べる事によって人間に感染するような事例は現在報告されていま
せん。

農薬取締法

　農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の品
質の適正化と、安全かつ適正な使用の確保を図り、農業生産の安定と国民の健康の保
護、生活環境の保全に寄与することを目的としています。農薬の登録制度、使用方法、
表示、検査等について規定しています。

農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
(ＪＡＳ法)

　農林物資の品質の改善、生産・消費の合理化等を目的にしています。農林物資の規格
を定め、これに合格した製品にＪＡＳマークをつけることを定めた日本農林規格制度と、
一般消費者の商品選択に役立てることを目的に、基準に従った表示を製造者・販売者に
義務づけた品質表示基準制度の二つについて規定しています。

ノロウイルス

　冬季に多く発生する食中毒の病因物質として報告されています。下水、河川、沿岸海
域を汚染したノロウイルスは、カキやシジミ等の二枚貝に蓄積しますが、これらの貝を十
分に加熱しないで喫食すると発症します。また、手指を介してノロウイルスの汚染した食
品を食べて感染した食中毒や人から人への感染症が多く報告されています。
　このウイルスによる食中毒は、２４～４８時間の潜伏期間の後、吐き気、嘔吐、腹痛、下
痢、発熱等の症状が現れます。　なお、食品の中心部を十分に加熱したり、手指等を十
分に洗浄、殺菌することが予防には有効です。

ふ
分別生産流通管理
（ＩＰハンドリング）

　遺伝子組換え農産物または非遺伝子組換え農産物を、農場から食品製造業者まで生
産、流通および加工の各段階で相互に混入が起こらないよう管理し、そのことが書類等
により証明されていることをいいます。

り リスクコミュニケーション
　食品を摂取することで生じる健康への悪影響について、その発生頻度や度合いを分
析・評価する過程や、その悪影響を軽減する施策を検討する段階で、行政、生産者・加
工者等の事業者、消費者、研究者等の関係者の間で、情報や意見を交換することです。

の


